
�愛媛県告示第９６５号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２６年８月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２６年８月１９日から９月１日まで

�������
�愛媛県告示第９６６号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成２６年８月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局産業経済部管内）

八幡浜加入区

�������
�愛媛県告示第９６７号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成２２年８月愛媛県告示第９３６号）による保険

に付すべき義務は、平成２６年８月１８日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成２６年８月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局産業経済部管内）

八幡浜加入区

�������
�愛媛県告示第９６８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２６年８月１９日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 十倉 雅和

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設に関する事項

� Ｔ－１１３Ａ （�１洗浄塔）

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間……………………………………………………………………………………………………………………（水産課）…６９５

○ 漁船損害等補償法に基づく付保義務の発生………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…６９５

○ 漁船損害等補償法に基づく付保義務の消滅………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…６９５

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可申請の概要（２件）…………………………………………（東予地方局環境保全課）…６９５

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…７００

○ 道路の区域変更（県道宇和明浜線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局西予土木事務所）…７００

○ 医師の指定…………………………………………………………………………………………………………………………………（身体障害者更生相談所）…７００

○ 指定医師の所在地の変更…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…７０１

○ 指定医師の辞退の届出……………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…７０１

○ 落札者等の告示……………………………………………………………………………………………………………………………………（警察本部会計課）…７０１

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

告 示

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，２００ノルマル立方メート
ル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

毎週（火・金）曜日発行 第２５９８号 平成２６年８月１９日

平成２６年８月１９日火曜日 第２５９８号
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汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５３９．７

最大 １，２４２．１

通常 １２４．７

最大 １８４．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４２６．９

最大 ８６２．１

通常 ３３．７

最大 ６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６０９．３

最大 ７１７．６

通常 ２１４．３

最大 ２４０．９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３４．９

最大 ６８．９

通常 ５．２

最大 １１．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３，１１２

最大 １５，２８４

通常 １３，１１２

最大 １５，２８４

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５．３４

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２９．４６

最大 ６９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０．２２

最大 ３０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５６

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４６，６３９

最大 ３２７，０００

� 東総合排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３３

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．０

最大 ６０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後２ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １ ～２

最大 ０．５～３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６６０

最大 １，５００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６０

最大 １４４

備考 汚水等は、ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和４７年５月１２日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 散気式活性汚泥処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦 １２７メートル 横 ８５メートル
高さ６．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、凝集沈殿及び散気式活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～４．０

最大 ２．０～４．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

愛 媛 県 報平成２６年８月１９日 第２５９８号
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�愛媛県告示第９６９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２６年８月１９日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 十倉 雅和

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場菊本地区

新居浜市菊本町１丁目１０番１号

３ 特定施設に関する事項

� Ｔ－７０４ 廃ガス洗浄塔

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．９

最大 １．２

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

� Ｔ－７０５ 廃ガス洗浄塔

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり６０立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １３～１４

最大 １３～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０以下

最大 ２０以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５以下

最大 ５以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．１

最大 ２．７

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

� ＴＫ－７８４ トルエン洗浄槽

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１８トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，１７４

最大 ３３，０００

備考 この他に、雨水排水口が３５箇所ある。

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり６０立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １３～１４

最大 １３～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０以下

最大 ２０以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５以下

最大 ５以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

愛 媛 県 報平成２６年８月１９日 第２５９８号
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特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～７

最大 ５～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７，４００

最大 ９，６２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０以下

最大 ３５以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８０

最大 １００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４．３

最大 ５．２

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

� ＴＫ－７８３ セントルろ液分液槽

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５．２トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ３～４

最大 ２～４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５以下

最大 ５以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．５

最大 ３．０

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

� Ｚ－７６１ 触媒ろ過機

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ハ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１６トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ４～５

最大 ３～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２９０

最大 ３８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ３５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５以下

最大 ５以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３．１

最大 ３．７

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

� Ｚ－７６３ ＡＦＢろ過機①

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ハ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２７トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間
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特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～８

最大 ６～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９，０８０

最大 １１，８００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ３５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５１０

最大 ６６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７．１

最大 ８．５

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

� Ｄ－７５２Ｂ イミノ化留出分液槽

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１４トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ４～５

最大 ３～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３０，０００

最大 ３９，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０以下

最大 ２０以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５以下

最大 ５以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．９

最大 １．１

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大

の値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ６．５～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１．２

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０，４７４

最大 ２７，５５７

� �３排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３．０

最大 １９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３

最大 ４７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．９

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ７

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３６，９０２

最大 ４０，７４８

備考 この他に、雨水排水口が１８箇所ある。

愛 媛 県 報平成２６年８月１９日 第２５９８号

６９９



�愛媛県告示第９７０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年８月１９日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第９７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年８月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９７２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２６年８月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第１９号

平成２６年８月８日
伊予郡松前町大字鶴吉字神取６４０番５

松山市来住町１１６５番地９

アンジュ・クレール２０１号

松 田 篤

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和明浜線

西予市明浜町俵津２番耕地２９番４から

同町俵津２番耕地９９８番１地先まで
旧 ４．０～１８．０ ０．４４７

西予市明浜町俵津２番耕地１４番地先から

同町俵津２番耕地９９８番１地先まで
新 ９．０～１８．０ ０．４２７

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会西条病院 中 田 浩 史 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９番地１ 平成２６年

８月１日

ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害 外 科 市立八幡浜総合病院 渡 邊 裕 策 八幡浜市大平一番耕地６３８番地 平成２６年

８月１日

音声、言語・そしゃく機能障害 神 経 内 科
独立行政法人国立病
院機構愛媛医療セン
ター

山 下 泰 治 東温市横河原３６６番地 平成２６年
８月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 住 友 別 子 病 院 藤 井 政 孝 新居浜市王子町３番１号 平成２６年
８月１日

聴覚・平衡・音声、言語・そしゃ
く機能障害

耳鼻いんこう
科

国立大学病院愛媛大
学医学部附属病院 西 窪 加緒里 東温市志津川 平成２６年

８月１日

聴覚・平衡・音声、言語・そしゃ
く機能障害

耳鼻いんこう
科

国立大学病院愛媛大
学医学部附属病院 高 木 大 樹 東温市志津川 平成２６年

８月１日

肢 体 不 自 由 神 経 内 科 訪問診療クリニック
六花 寺 崎 望 東温市牛渕３３１番地１ 平成２６年

８月１日

肝 臓 機 能 障 害 内 科 公立学校共済組合四
国中央病院 藤 川 晴 信 四国中央市川之江町２２３３番地 平成２６年

８月１日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 医療法人広仁会広瀬

病院 佐々木 豊 和 八幡浜市１２８０番地９ 平成２６年
８月１日
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�愛媛県告示第９７３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２６年８月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９７４号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２６年８月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９７５号
次のとおり落札者を決定した。

平成２６年８月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

植 田 聖 也 喜 多 医 師 会 内 山 病 院 喜多郡内子町城廻２７５－１ 独立行政法人国立病院機構愛
媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成１９年

４月１日

得 居 和 義 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 医療法人北辰会西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１番地 平成２６年

４月１日

山 下 泰 治 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２６年
６月１日

石 丸 啓 独立行政法人国立病院機構愛
媛医療センター 東温市横河原３６６ 国立大学法人愛媛大学医学部

附属病院 東温市志津川 平成２６年
７月１日

清 水 義 貴 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 平成２６年

７月１日

鎌 尾 知 行 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 平成２６年

７月１日

菊 地 正 晃 愛 媛 県 立 南 宇 和 病 院 南宇和郡愛南町甲２４３３－１ 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 平成２６年
７月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

音声、言語機能障害・肢体不自
由

リハビリテー
ション科

医療法人青峰会真網
代くじらリハビリテ
ーション病院

田 井 裕 之 八幡浜市真網代甲２２９番地５ 平成２６年
７月１日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

遺失拾得物管理業務システム一式の
借入れ

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２６年６月２５日
三井住友ファイナンス
＆リース株式会社
東京都港区西新橋三丁
目９番４号

月額
３７８，５４０円 一般競争入札 平成２６年５月１３日
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